
 

平成２ ９ 年度石橋中学校「危機管理マニュアル」について  
 新入生をお迎えして、年度始めに保護者の皆様と共通理解しておきたいこととして、本校に

おける「危機管理マニュアル」から、地震等における生徒自身の行動、学校における保護者対

応について、下記の一覧表を一読いただくと共に、年間を通して目に付く場所に掲示して有事

に備えていただきたいと思います。 

  重要  《地震災害発生時の対応》 石橋中学校 

１ 震度５強以上の地震が発生した場合 
       〈生徒を保護者のもとに返すことを前提に学校は対応します。〉 
 
登
校
前
の
発
生 

① 自宅（安全な場所）待機とする。 

② 余震等が続く、または、学校施設の損壊など登校時や登校後の危険が予想されると断

した場合は臨時休校とします。その際は学校から保護者宛に電話連絡や「すぐメール」

にて連絡をいたします。（連絡がない場合でも、正午までに連絡がなければ臨時休校と判

断してください。） 

③ 余震等が沈静化し、通学路や学校施設等に被害がないことが確認できた場合、電話連

絡や「すぐメール」にて授業開始時刻の連絡をします。生徒は、必ず学校からの連絡を

受けてから登校させるようにしてください。 

 
登
下
校
中 

① 生徒は通学路の状況に配慮しつつ、安全な場所で待機する。沈静化した後、学校か自

宅か近いところに移動する。 

（※日ごろからご家庭において、通学路で地震にあった場合の避難場所等について、話

し合うことをお勧めします。） 

 
在
校
中
の
発
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① 保護者の迎えによる引き渡しを原則とします。 

  ※通信手段が確保できない場合においても、下野市発表の震度が「震度５強」以上の

時は、保護者や家族の迎えをお願いします。 

② 迎えが困難で引き渡しができない場合、生徒は校内の安全な場所にて待機させます。

都合が付き次第、迎えをお願いします。 

※引き渡しの場所は、１年生が東門、２年生が武道館南門、３年生が校舎北側の正門と

なります。 

※「震度５強」は「下野市」発表の値とします。 

  （「震度５強」は、市災害対策本部が開設される基準として設定されている値です。） 

※ＮＴＴ災害用伝言ダイヤルにも学校の情報を登録しますので、電話が使える場合には、そ

ちらでも情報を確認してください。 
 ［伝言の再生］① １ ７ １ にダイヤルする  → ガイダンスが流れる 

              ② ２ をプッシュする        → ガイダンスが流れる 

              ③学校の電話番号を市外局番からダイヤルし、伝言を再生する。 

                （新しいメッセージから再生される） 
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「すぐメール」への登録について 

 下野市では、全小・中学校を対象にしたメール配信システム「すぐメール」を実施しています。有事

の際に電話等の接続が困難な状況でもメール配信で、刻々と変化する学校の状況などをお知らせするシ

ステムです。また、石橋中学校では、宿泊を伴う校外学習時の様子や学校に帰着する時間等を積極的に

配信しています。一年生は「新規登録」二，三年生は特別の申し出がない限り学校が更新を行います。 

 ご不明な点は、石橋中学校（５２－１１３０）堀口までお問い合わせください。  

《竜巻、突風等の災害発生時の対応》 石橋中学校 
２ 竜巻、突風等が発生した場合 
 
登
校
前
の
発
生 

 

① 自宅（安全な場所）待機とする。 

② 学校施設の損壊など、登校後の活動が不可能な場合には臨時休校とします。その際

は、学校より保護者宛に電話や「すぐメール」にて連絡をします。学校からの連絡が

ない場合には、竜巻、突風等が過ぎた後、生徒を登校させてください。 

 
登
下
校
中 

 

① 登下校時に発生した場合、生徒は、通学路の状況に配慮しつつ安全な場所(頑丈な家

屋など)に避難する。その後、竜巻、突風等が過ぎたことを確認して、学校又は自宅の

近いところに移動する。 

  

 
在
校
中
の
発
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① 学校では、被害状況を確認し、活動が続行可能か否かの判断をします。 

通常の教育活動が続行不可能と判断した場合、生徒を帰宅させます。保護者には、

電話や「すぐメール」にて連絡をします。その場合、保護者の迎えによる引き渡しを

原則としますので、迎えをお願いします。 

 

※引き渡しの場所は、１年生が東門、２年生が武道館南門、３年生が校舎北側の正門と

なります。 
 

※竜巻や突風等発生の判断は、目視によるところが大きいため、発生場所近くでの判断が

必要となります。また、通過範囲が限定されるため、市内一律ではなく学校毎に、状況を

判断して対応することとなっています。 
 

 

【注意】 

※上記の各対応はあくまでも原則です。学校は生徒の安全を最優先に判断して

対応します。 

※自然災害では、道路の寸断や液状化、家屋や塀の倒壊、電線の切断、停電な

ど想像を超える被害が発生すると思われます。学校では、年３回の避難訓練を

実施予定です。その中で具体的な指導を行いますが、ご家庭におきましても、

常日頃から地域の危険箇所などを話し合い、有事に備えておくことが生徒の命

を守ることにつながります。 

※生徒の引き渡しに際して小学校等に兄弟（姉妹）がいる場合は、そちらの迎

えを優先させていただいて結構です。 


